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特
定
排
出
者
の
事
業
活
動
に
伴
う
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
量
の
算
定
に
関
す
る
省
令
案
新
旧
対
照
条
文

○
特
定
排
出
者
の
事
業
活
動
に
伴
う
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
量
の
算
定
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
八
年
経
済
産
業
省
・
環
境
省
令
第
三
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
特
定
排
出
者
の
事
業
活
動
に
伴
う
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
に
伴
っ
て
発
生
す
る
二

（
特
定
排
出
者
の
事
業
活
動
に
伴
う
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
に
伴
っ
て
発
生
す
る
二

酸
化
炭
素
の
排
出
量
の
算
定
方
法
等
）

酸
化
炭
素
の
排
出
量
の
算
定
方
法
等
）

第
二
条

（
略
）

第
二
条

（
略
）

２

令
第
五
条
第
一
号
に
掲
げ
る
者
が
電
気
事
業
の
用
に
供
す
る
発
電
所
又
は
熱
供

２

令
第
五
条
第
一
号
に
掲
げ
る
者
が
設
置
し
て
い
る
令
第
六
条
第
一
項
第
一
号
イ

給
事
業
の
用
に
供
す
る
熱
供
給
施
設
を
設
置
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
令
第
六
条

に
規
定
す
る
第
一
種
エ
ネ
ル
ギ
ー
管
理
指
定
工
場
又
は
第
二
種
エ
ネ
ル
ギ
ー
管
理

第
一
項
第
一
号
イ
令
の
合
算
は
、
前
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
ほ
か
、
同

指
定
工
場
が
、
主
た
る
事
業
と
し
て
行
う
電
気
事
業
の
用
に
供
す
る
発
電
所
又
は

項
第
一
号
に
掲
げ
る
量
を
合
算
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

主
た
る
事
業
と
し
て
行
う
熱
供
給
事
業
の
用
に
供
す
る
熱
供
給
施
設
が
設
置
さ
れ

て
い
る
事
業
所
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
同
号
イ
の
合
算
は
、
前
項
に
規
定
す
る
方

法
に
よ
り
行
う
ほ
か
、
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
量
を
合
算
す
る
方
法
に
よ
り
行
う

も
の
と
す
る
。

３

（
略
）

３

（
略
）

４

令
第
六
条
第
一
項
第
一
号
イ

及
び
同
号
ロ

の
環
境
省
令
・
経
済
産
業
省
令

４

令
第
六
条
第
一
項
第
一
号
イ

の
環
境
省
令
・
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
係
数

(2)

(2)

(2)

で
定
め
る
係
数
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定

は
、
〇
・
〇
〇
〇
五
五
五
と
す
る
。

め
る
係
数
と
す
る
。

一

電
気
事
業
者
（
電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
）
第
二
条

第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
一
般
電
気
事
業
者
及
び
同
項
第
八
号
に
規
定
す
る

特
定
規
模
電
気
事
業
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
供
給
し

た
電
気
を
使
用
し
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
環
境
大
臣
及
び
経
済
産
業
大
臣

が
公
表
す
る
電
気
事
業
者
ご
と
に
特
定
排
出
者
に
よ
る
他
人
か
ら
供
給
さ
れ
た
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電
気
の
使
用
に
伴
う
二
酸
化
炭
素
の
排
出
の
程
度
を
示
す
係
数

二

前
号
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
係
数
を
用
い
て
、
他
人
か
ら
供
給
さ
れ
た

電
気
の
使
用
に
伴
う
二
酸
化
炭
素
の
排
出
量
を
算
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場

合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
二
酸
化
炭
素
の
排
出
量
の
実
測
等
に
基
づ
き
、
前
号
の

係
数
に
相
当
す
る
係
数
で
当
該
二
酸
化
炭
素
の
排
出
の
程
度
を
示
す
も
の
と
し

て
適
切
と
認
め
ら
れ
る
も
の

三

前
二
号
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
係
数
を
用
い
て
、
他
人
か
ら
供
給
さ
れ

た
電
気
の
使
用
に
伴
う
二
酸
化
炭
素
の
排
出
量
を
算
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

場
合
に
あ
っ
て
は
、
前
二
号
に
掲
げ
る
係
数
に
代
替
す
る
も
の
と
し
て
環
境
大

臣
及
び
経
済
産
業
大
臣
が
公
表
す
る
係
数

５

環
境
大
臣
及
び
経
済
産
業
大
臣
は
、
前
項
第
一
号
の
係
数
を
公
表
す
る
に
当
た

っ
て
は
、
当
該
係
数
及
び
こ
れ
を
求
め
る
た
め
に
必
要
と
な
っ
た
情
報
を
収
集
し

、
そ
の
内
容
を
確
認
す
る
も
の
と
す
る
。

６

（
略
）

５

（
略
）

７

（
略
）

６

（
略
）

（
削
る
）

７

令
第
六
条
第
一
項
第
一
号
ロ

の
環
境
省
令
・
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
係
数

(2)

は
、
〇
・
〇
〇
〇
五
五
五
と
す
る
。

８

（
略
）

８

（
略
）

（
実
測
等
に
基
づ
く
係
数
を
用
い
た
算
定
等
）

（
実
測
等
に
基
づ
く
係
数
を
用
い
た
算
定
等
）

第
十
条

特
定
排
出
者
は
、
そ
の
事
業
活
動
に
係
る
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
量
の
実

第
十
条

特
定
排
出
者
は
、
そ
の
事
業
活
動
に
係
る
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
量
の
実

測
等
に
基
づ
き
、
第
二
条
か
ら
第
八
条
ま
で
（
第
二
条
第
四
項
を
除
く
。
以
下
こ

測
等
に
基
づ
き
、
第
二
条
か
ら
第
八
条
ま
で
に
定
め
る
係
数
に
相
当
す
る
係
数
で

の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
定
め
る
係
数
に
相
当
す
る
係
数
で
当
該
温
室
効
果
ガ

当
該
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
程
度
又
は
燃
料
の
発
熱
の
程
度
を
示
す
も
の
と
し

ス
の
排
出
の
程
度
又
は
燃
料
の
発
熱
の
程
度
を
示
す
も
の
と
し
て
適
切
と
認
め
ら

て
適
切
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
第
二
条
か
ら
第

れ
る
も
の
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
第
二
条
か
ら
第
八
条
ま
で
の
規
定

八
条
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
二
条
か
ら
第
八
条
ま
で
に
定
め
る
係
数
に

に
か
か
わ
ら
ず
、
第
二
条
か
ら
第
八
条
ま
で
に
定
め
る
係
数
に
代
え
て
、
当
該
実

代
え
て
、
当
該
実
測
等
に
基
づ
く
係
数
を
用
い
て
、
法
第
二
十
一
条
の
二
第
二
項
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測
等
に
基
づ
く
係
数
を
用
い
て
、
法
第
二
十
一
条
の
二
第
三
項
の
温
室
効
果
ガ
ス

の
温
室
効
果
ガ
ス
算
定
排
出
量
を
算
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

算
定
排
出
量
を
算
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
削
る
）

２

環
境
大
臣
及
び
経
済
産
業
大
臣
は
、
特
定
排
出
者
に
よ
る
他
人
か
ら
供
給
さ
れ

た
電
気
の
使
用
に
伴
う
二
酸
化
炭
素
の
排
出
量
の
算
定
の
適
正
な
実
施
を
確
保
し

、
自
主
的
な
当
該
二
酸
化
炭
素
の
排
出
の
抑
制
に
資
す
る
た
め
、
電
気
事
業
者
（

電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
）
第
二
条
第
一
項
第
二
号
に
規

定
す
る
一
般
電
気
事
業
者
及
び
同
項
第
八
号
に
規
定
す
る
特
定
規
模
電
気
事
業
者

を
い
う
。
）
ご
と
に
当
該
二
酸
化
炭
素
の
排
出
の
程
度
を
示
す
係
数
で
第
二
条
第

四
項
及
び
第
七
項
の
係
数
に
相
当
す
る
も
の
及
び
こ
れ
を
求
め
る
た
め
に
必
要
と

な
っ
た
情
報
を
収
集
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
内
容
を
確
認
し
、
当
該
係
数
が
こ
れ

ら
の
規
定
に
定
め
る
数
値
よ
り
小
さ
い
場
合
に
は
、
当
該
係
数
を
公
表
す
る
も
の

と
す
る
。


